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諮問庁：厚生労働大臣  

諮問日：平成２７年１２月２５日（平成２７年（行個）諮問第２０７号） 

答申日：平成２９年７月１８日（平成２９年度（行個）答申第６７号） 

事件名：本人の夫に対する休業補償給付の不支給決定に係る調査結果復命書等

の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「特定労働基準監督署保管にかかる，特定個人の労災不支給決定（平成

２７年特定月日付け）に関する調査資料等（復命書及び添付資料等）の一

切の文書」に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」と

いう。）につき，その一部を不開示とした決定について，諮問庁がなお不

開示とすべきとしている部分については，別表の５欄に掲げる部分を開示

すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，京

都労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成２７年７月３０日付け京

労発基０７３０第３号により行った一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）を取り消し，不開示部分の開示を求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

（１）はじめに 

審査請求人の夫Ｘは，平成２５年特定月日Ｂ，胆管がんを原因に死亡

した。 

Ｘ氏は，昭和３６年から平成１２年まで，約４０年問 ，各種車両用

ホイール製造工程に従事していた。そして，同工程においては，塩素系

有機溶剤を使用しており，Ｘ氏が胆管がんの原因となる化学物質にばく

露していた可能性が高かった。 

そのため，Ｘ氏は，平成２５年特定月日Ａ付けで，胆管がん罹患が労

働災害にあたるとして，休業補償給付支給等を請求した。 

しかし，特定労働基準監督署は，平成２７年特定月日付け通知により，

不支給決定とした。 

審査請求人は，同不支給決定がどのような資料に基づき，どのよう 
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な理由によってなされたのかを知り，かつ，同不支給決定に対する審 

査請求を行うため，京都労働局長に対して，Ｘ氏の労災不支給決定に関

する調査資料一式につき，保有個人情報開示請求を行った。 

ところが，京都労働局は，Ｘ氏の労災不支給決定に関する資料の大部

分を不開示とする原処分を行った。 

この不開示決定により，審査請求人は，労災不支給決定がどのような

資料に基づいてなされたものかすら知ることができず，同人の知る権利，

個人情報の開示を受けられる権利は侵害されているのであって， 原処

分は違法である。 

（２）原処分の不開示の理由 

原処分は，不開示の理由として， 

「開示請求に係る保有個人情報には，開示請求者以外の特定の個人を

識別することができる情報（法１４条２号）として，自署・印影などが

記載されており，また，法人に関する情報（同条３号）は記載されてい

る部分が認められるため」 

「開示請求者以外のものから聴取した内容など，労働基準行政機関が

行う事務に関する情報であって，開示されることにより当該事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものが記載されている」   

としている。 

（３）特定センター提出の資料について 

原処分は，特定センターが提出した化学物質に関する資料につき，す

べて不開示としている。 

しかし，特定センターは，「インターネットを通じた安全衛生情報の

提供，危険の仮想体験による安全衛生教育等の実施などによって事業場

の安全衛生活動を応援し，広く国民全般の安全衛生に対する関心を高め

ることを目的として」厚生労働省が設立した機関であり，同機関が提供

した資料は化学物質に関する一般的な知見等についてのものであると考

えられる。 

とすると，開示されることにより労働基準行政機関の事務の遂行に 

支障を及ぼすとは到底考えられず，原処分は違法である。 

（４）ＭＳＤＳ・ＳＤＳについて 

原処分は，特定事業場が提出したと思われるＭＳＤＳ・ＳＤＳに関す

る資料につき，すべて不開示としている。 

しかし，ＭＳＤＳ・ＳＤＳは，化学物質排出把握管理促進法に基づい

て，事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため，化         

学品を他の事業者に譲渡・提供する際に作成と提出が義務づけられて        

いる安全データシートである。 

つまり，作成者（特定事業場と思われる）は，化学物質にばく露する
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おそれのあるものに対して，提供・開示することを前提に，同資料を作

成しているのであって，開示することにより当該法人の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがある（法１４条３号）とは到底

いえない。また，開示されることにより労働基準行政機関の事務の遂行

に支障を及ぼす（同条７号柱書き）とも考えられない。 

したがって，原処分は違法である。 

（５）同僚の聴取書・電話聴取書について 

原処分は，Ｘ氏の同僚の聴取書や電話聴取書につき，すべて不開示と

している。 

しかし，同僚等の氏名・印影のみを不開示とすれば，法１４条２号

「開示請求者以外の特定の個人を識別できるもの」，「開示請求者以外

の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当し得ないことは明

らかである。 

また，開示されることにより労働基準行政機関の事務の遂行に支障を

及ぼす（同条７号柱書き）とも考えられない。 

したがって，同僚の聴取書や電話聴取書については，同僚や電話聴取

に応じた個人の氏名・印影のみを不開示とすれば足り，内容を含むすべ

てを不開示とした原処分は違法である。 

（６）会社からの回答書について 

原処分は，Ｘ氏が勤務していた特定事業場からの回答書等につき，す

べて不開示としている。 

しかし，特定事業場から提供された資料がすべて開示することにより

当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

（法１４条３号）とは考えられない。また，開示されることにより労働

基準行政機関の事務の遂行に支障を及ぼす（同条７号柱書き）とも考え

られない。 

原処分は，審査請求人代理人においても入手可能で，かつ，形式的な

資料である，会社の登記簿謄本すら不開示としており，その違法性は明

らかである。 

さらに，原処分は，特定事業場が使用したとする化学物質が開示され

ることによる弊害を懸念しているとも思われるが，特定事業場元従業員

であり被災者であるＸ氏の相続人である審査請求人に対して開示したと

しても，特定事業場の利益を害するおそれはない。実際にも，不支給決

定に対する審査請求手続きにおいて，特定労働基準監督署長は，特定事

業場が使用したと回答した化学物質を明らかにしているのであって，こ

の事実からも，原処分の違法性は明らかである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 
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 （１）諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分において不開示とした部分のうち一部を

新たに開示した上で，別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報

については，法１４条２号，３号イ及び７号柱書きに基づき，原処分を

維持して不開示とすることが妥当である。 

（２）理由 

ア 本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，特定労働基準監督署保管にかかる被災

労働者の労災不支給決定に関する調査資料等（復命書及び添付書類

等）の一切の文書である。 

イ 不開示情報該当性について 

（ア）法１４条２号の不開示情報 

ａ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，通番６，通番７，

通番１１及び通番１５ないし通番２２の不開示部分は，審査請求

人以外の氏名，印影など，審査請求人以外の個人に関する情報で

あって，審査請求人以外の特定の個人を識別することができるも

のであるため，当該情報は，法１４条２号本文に該当し，かつ同

号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないため，原処分を

維持して不開示とすることが妥当である。 

ｂ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，通番８及び通番

１２の不開示部分は，特定労働基準監督署の調査官が本件労災請

求に係る処分を行うにあたり，審査請求人以外の特定個人から聴

取をした内容である。当該聴取内容に関する情報が開示された場

合には，被聴取者が，不当な干渉を受けることが懸念され，請求

者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため，当該情報は，

法１４条２号本文に該当し，かつ同号ただし書イからハまでのい

ずれにも該当しないため，原処分を維持して不開示とすることが

妥当である。 

（イ）法１４条３号イの不開示情報 

別表に記載した情報のうち，通番２，通番３，通番５，通番９及

び通番１３の不開示部分は，特定事業場の業務内容に関する情報等

であり，当該事業場が一般に公にしていない内部情報である。その

ため，仮にこれらの情報が開示された場合には，当該事業場が，当

該内容に不満を抱いた労災請求人等から不当な干渉を受けることが

懸念され，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあることから，法１４条３号イに該当するため，原処

分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（ウ）法１４条７号柱書きの不開示情報 
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ａ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，通番８及び通番

１２の不開示部分は，労働基準監督署の調査官が本件労災請求に

係る処分を行うにあたり，審査請求人以外の特定個人等から聴取

した内容等である。これらの聴取内容等が開示された場合には，

審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがあることは，

上記（ア）ｂで既に述べたところである。 

加えて，これらの情報を開示するとした場合，被聴取者が心理

的に大きな影響を受け，被聴取者自身が把握・認識している事

実関係について申述することを躊躇し，労災請求人側，事業場

側いずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するといった

事態が発生し，公正で的確な労災認定を実施していく上で必要

不可欠な事実関係についての客観的申述を得ることが困難にな

るおそれがある。したがって，これらの情報は，開示すること

により，労働基準監督署における労災認定等の事務処理の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４条７号柱

書きの不開示情報に該当するため，原処分を維持して不開示と

することが妥当である。 

ｂ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，通番２，通番

３，通番５，通番９及び通番１３の不開示部分は，特定事業場の

業務内容に関する情報等であり，当該事業場が一般に公にしてい

ない内部情報である。これらの情報が開示された場合には，当該

事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あることは，上記（イ）で既に述べたところである。 

さらに，これらの情報は，守秘義務により担保された労災補償

行政に対する信頼に基づき，当該事業場に理解と協力を求めた

上で得られたものであるから，当該情報を開示するとした場合

には，このことを知った事業場だけでなく関係者の信頼を失

い，労災認定の調査への協力を躊躇させることとなり，公正で

的確な労災認定を実施していく上で必要な事実関係を把握する

ことが困難となる。したがって，これらの情報は開示すること

により労働基準監督署における労災認定等の事務処理の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４条７号柱書

きに該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当

である。 

（４）結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変

更し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新たに開示した上

で，別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報については，法１
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４条２号，３号イ及び７号柱書きに基づき，原処分を維持して不開示と

することが妥当である。 

 ２ 補充理由説明書 

   法４２条の規定に基づき，平成２７年１２月２５日付け厚生労働省発基

１２２５第８号により諮問した平成２７年（行個）諮問第２０７号に係る

諮問書理由説明書につき，以下のとおり修正するとともに，同理由説明書

別表に不開示理由の修正を行う。 

（１）不開示情報該当性について 

    理由説明書の該当部分を以下のとおり修正する。 

（ア）法１４条２号の不開示情報 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，通番６，通番７，

通番１１，通番１５ないし通番２０及び通番２２の不開示部分

は，審査請求人以外の氏名，印影など，審査請求人以外の個人

に関する情報であって，審査請求人以外の特定の個人を識別す

ることができるものであるため，当該情報は，法１４条２号本

文に該当し，かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該当

しないため，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（イ）法１４条３号イの不開示情報 

ａ 別表に記載した情報のうち，通番２１の不開示部分は，特

定事業場の印影である。印影は，書類の真正を示す認証的な機

能を有する性質のものであり，かつ，これにふさわしい形状の

ものであることから，これらの情報が開示された場合には，偽

造により悪用されるおそれがある等，当該事業場の権利，競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，法

１４条３号イに該当するため，原処分を維持して不開示とする

ことが妥当である。 

      ｂ 別表に記載した情報のうち，通番２，通番３，通番５，通番

９及び通番１３の不開示部分は，特定事業場の業務内容に関す

る情報等であり，当該事業場が一般に公にしていない内部情報

である。そのため，仮にこれらの情報が開示された場合には，

当該事業場が，当該内容に不満を抱いた労災請求人等から不当

な干渉を受けることが懸念され，当該事業場の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，法１４

条３号イに該当するため，原処分を維持して不開示とすること

が妥当である。  

（ウ）法１４条７号柱書きの不開示情報 

      ａ  (略) 

ｂ  別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，通番２，通
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番３，通番５，通番９及び通番１３の不開示部分は，特定事業

場の業務内容に関する情報等であり，当該事業場が一般に公に

していない内部情報である。これらの情報が開示された場合に

は，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあることは，上記（イ）ｂで既に述べたところであ

る。 

さらに，これらの情報は，守秘義務により担保された労災補

償行政に対する信頼に基づき，当該事業場に理解と協力を求め

た上で得られたものであるから，当該情報を開示するとした場

合には，このことを知った事業場だけでなく関係者の信頼を失

い，労災認定の調査への協力を躊躇させることとなり，公正で

的確な労災認定を実施していく上で必要な事実関係を把握する

ことが困難となる。したがって，これらの情報は開示すること

により労働基準監督署における労災認定等の事務処理の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４条７号柱書

きに該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当

である。 

ｃ 別表に記載した情報のうち，通番１４の不開示部分は，職

員のメールアドレスである。これを開示すると，不特定多数の

者から本来の業務目的以外のメールが大量又は無差別に送信さ

れるおそれがあり，国の機関が行う労災補償に係る事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４条７号柱

書きに該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥

当である。 

（２）理由説明書別表の修正等について 

    理由説明書別表の当該部分を以下のとおり追加・修正する。 

    （別表記載略） 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２７年１２月２５日 諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 平成２８年１月１９日  審議 

   ④ 平成２９年５月１１日  委員の交代に伴う所要の手続の実施，本

件対象保有個人情報の見分及び審議 

⑤ 同年６月２３日     諮問庁から補充理由説明書を収受 

   ⑥ 同年７月１３日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 
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       本件対象保有個人情報は，「特定労働基準監督署保管にかかる，特定個

人の労災不支給決定（平成２７年特定月日付け）に関する調査資料等（復

命書及び添付資料等）の一切の文書」に記録された保有個人情報であり，

具体的には，別表の１欄に掲げる文書１ないし文書１５に記録された保有

個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号

及び７号柱書きに該当するとして不開示とする原処分を行った。 

審査請求人は，原処分の取消しを求めているところ，諮問庁は，諮問に

当たり，一部を新たに開示することとするが，別表の３欄に掲げる部分に

ついては，法１４条２号，３号イ及び７号柱書きに該当するため，なお不

開示とすべきとしている。 

このため，本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，諮問庁がな

お不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性について，以下，検

討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）開示すべき部分（別表の５欄に掲げる部分）について 

  ア 通番３の５３頁枠内最終行について 

当該部分は，労災請求に係る調査記録であり，原処分で開示されて

いる部分から推認できる内容であって，これを開示しても，当該事

業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ，労働

基準監督署が行う労災認定の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるとは認められない。 

したがって，法１４条３号イ及び７号柱書きのいずれにも該当せず，

開示すべきである。 

  イ 通番５の１３４頁「事業場所在地」欄の２行目，「事業主職氏名」

欄の２行目（印影を除く。）及び記１の不開示部分について 

    当該部分は，いずれも被災労働者の配偶者である審査請求人が知り

得る情報であり，上記アと同様の理由により，法１４条３号イ及び７

号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

  ウ 通番６，通番２０の８９４頁，９０６頁「医師氏名」欄の１文字目

ないし４文字目，９１５頁，９１６頁「主治医氏名」欄及び９５３頁

「医師氏名」欄の１文字目ないし４文字目並びに通番２２の９９６頁

「医師」欄１文字目ないし４文字目及び１００６頁「主治医」欄の不

開示部分について  

当該部分は，医師の署名，特定事業場代表者の職氏名であり，法１

４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報で

あって，特定の個人を識別することができるものに該当するが，原

処分で開示されている部分から審査請求人が知り得る情報であり，
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同号ただし書イに該当し，開示すべきである。  

 （２）その余の部分（別表の５欄に掲げる部分を除く不開示情報該当部分）

について 

ア 法１４条２号該当性について 

通番７及び通番１１は特定事業場等の関係者の所属情報，氏名及び

印影であり，通番１５，通番１７，通番１８及び通番２０は医師等

の署名及び印影であり，通番２２は医師等の署名及び印影並びに審

査請求人以外の個人の氏名であり，法１４条２号本文前段に規定す

る審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別

することができるものに該当し，同号ただし書イないしハのいずれ

にも該当する事情は認められず，個人識別部分であることから，法

１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。     

イ 法１４条２号及び７号柱書き該当性について 

通番８及び通番１２は，労働基準監督署の調査担当官が本件労災請

求に対する処分に当たり，審査請求人以外の第三者から聴取した事

項及び内容並びに被聴取者の所属，氏及び電話番号であり，それぞ

れ被聴取者ごとに一体として法１４条２号本文前段に規定する審査

請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別するこ

とができるものに該当する。 

（ア）このうち，被聴取者の所属，氏，電話番号は，審査請求人の知り

得る情報であるとは認められないことから，法１４条２号ただし書

イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められな

い。また，当該部分は個人識別部分であることから，法１５条２項

による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書

きについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（イ）その余の部分については，審査請求人以外の第三者から聴取した

事項及び内容であり，これらを開示すると，被聴取者が，労災給付

請求者である審査請求人からの批判等を恐れ，被聴取者自身が認識

している事実関係等について直接的な申述を行うことをちゅうちょ

し，労災給付請求者側又は所属事業場側いずれか一方に不利になる

申述を意図的に忌避するなど，正確な事実関係の把握が困難となる

おそれがあり，労働基準監督機関が行う労災認定の事務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから，法１４条７

号柱書きに該当し，同条２号について判断するまでもなく，不開示

とすることが妥当である。 
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ウ 法１４条３号イ該当性について 

通番２１は，特定事業場以外の事業場の印影であり，当該印影は当

該文書が真正に作成されたことを示す認証的機能を有するものとし

て，それにふさわしい形状をしているものと認められ，これを開示

すると，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

エ 法１４条３号イ及び７号柱書き該当性について 

（ア）通番２，通番３，通番５，通番９（下記（イ）を除く。）及び通

番１３は，労働基準監督署の調査担当官が特定事業場から聴取した

内容及び提出された資料を取りまとめたもの，労働基準監督署の求

めに応じて特定事業場から提出された資料，特定事業場への確認事

項等であり，上記イ（イ）と同様の理由により，法１４条７号柱書

きに該当し，同条３号イについて判断するまでもなく，不開示とす

ることが妥当である。 

（イ）通番９の２１３頁には事業場印が押印されており，当該印影は当

該文書が真正に作成されたことを示す認証的機能を有するものとし

て，それにふさわしい形状をしているものと認められ，上記ウと同

様の理由により，法１４条３号イに該当し，同条７号柱書きについ

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

オ 法１４条７号柱書き該当性について 

通番１４の不開示部分は，厚生労働省及び京都労働局の職員のメー

ルアドレスであり，これを開示すると，不特定多数の者から本来の

業務目的以外のメールが大量又は無差別に送信されるおそれがあり，

国の機関が行う労災認定の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，不開示と

することが妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ その他について 

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，審査請求人は，

特定労働基準監督署長による労災保険給付の不支給決定を不服として，京

都労働者災害補償保険審査官に対し，労働者災害補償保険法に基づく審査

請求を提起しており，原処分後に，上記労災保険給付に係る審査請求事件

について，京都労働者災害補償保険審査官による決定がなされ，審査請求
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人に対しては既に当該決定書が送付されているとのことであった。本件開

示請求に係る原処分時においては，当該決定書の内容を審査請求人が知り

得る状況ではないが，当該決定書の送付により，当該決定書記載の情報に

ついては不開示とする事情は失われていると認められることから，諮問庁

の現時点における対応としては，当該決定書により審査請求人が知り得る

情報については開示することが望ましい。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，３号及び７号柱書きに該当するとして不開示とした決定については，

諮問庁が同条２号，３号イ及び７号柱書きに該当するとしてなお不開示と

すべきとしている部分のうち，別表の５欄に掲げる部分は同条２号，３号

イ及び７号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきであるが，その余の

部分は，同条２号，３号イ及び７号柱書きに該当すると認められるので，

不開示とすることは妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子  
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別表 

１ 対象文書 ２ 通

番 

３ 不開

示を維

持する

部分 

４  不開示情報

（法１４条） 

５ 開示

すべき

部分 

番号 通頁 文書名 ２号 
３号

イ 

７号

柱書

き 
 

１ 

   

１～２

３ 

休業支給

決定決議

書等 

１ ―       ― 

２ ２４～

５０ 

調査結果

復命書等

① 

２ ２９頁不

開示部

分，３１

頁不開示

部分，３

２頁不開

示部分

（１８行

目１文字

目ないし

８文字

目，１９

行目２１

文字目な

いし２８

文字目を

除

く。），

３３頁不

開示部分 

 ○ ○ なし 

３ ５１～

１２５ 

調査結果

復命書等

② 

３ ５２頁労

働者数

欄，５３

頁不開示

部分，６

３頁不開

示部分 

 ○ ○ ５３頁枠

内最終行 
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４ １２６

～１３

２ 

聴取書① ４ ―    ― 

５ １３３

～２１

１ 

事業場提

出資料等

① 

５ １３４頁

ないし１

３８頁の

不開示部

分，１４

０頁ない

し１４９

頁の不開

示部分，

１５１頁

ないし１

９１頁の

不開示部

分，２０

４頁ない

し２０７

頁の不開

示部分，

２０９頁

ないし２

１１頁の

不開示部

分 

 ○ ○ １３４頁

「事業場

所在地」

欄の２行

目，「事

業主職氏

名」欄の

２行目

（印影を

除く。）

及び記１ 

６ １９３頁

不開示部

分  

○   全て 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

２１２

～２４

９ 

 

 

 

 

 

事業場提

出資料等

② 

 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

２１３頁

社名，部

署名，個

人氏名及

び個人印

影部分，

２４２頁

社名，部

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 
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署名，個

人氏名，

電話番号

及びＦａ

ｘ番号 

８ ２４５頁

ないし２

４７頁不

開示部分 

○  ○ なし 

９ ２１３頁

ないし２

４４頁の

不開示部

分（通番

７を除

く），２

４８頁，

２４９頁

の不開示

部分 

 ○ ○ なし 

７ ２５０

～２７

１ 

履歴事項

全部証明

書等 

１０ ―    ― 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７２

～３４

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業場提

出資料等

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ ２７３頁

社名，部

署名，個

人氏名及

び印影部

分，２８

１頁個人

の所属情

報及び個

人氏名部

分 

○   なし 

１２ 

 

 

２７８頁

不開示部

分 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

なし 
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１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７３頁

ないし２

７７頁の

不開示部

分（通番

１１を除

く。），

２８１頁

ないし３

４０頁の

不開示部

分（通番

１１を除

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 

 

２７９頁

不開示部

分 

  

 

 

○ 

 

 

なし 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３４５

～ 

４７０ 

 

 

 

 

 

 

医療機関

診断記録

等① 

 

 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

署名及び

印影の不

開示部分 

※署名以

外の担当

者の氏名

記載，記

名部分は

開示 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ ４７１

～５９

２ 

検査詳細

情報等 

１６ ―    ― 

１１ ５９３

～６６

７ 

医療機関

診断記録

等② 

１７ 署名及び

印影の不

開示部分 

※署名以

外の担当

者の氏名

記載，記

名部分は

○   なし 
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開示 

１２ ６６８

～７７

１ 

医療機関

診断記録

等③ 

１８ 印影の不

開示部分 

※署名以

外の担当

者の氏名

記載，記

名部分は

開示 

○   なし 

１３ ７７２

～８９

０ 

医療機関

診断記録

等④ 

１９ ―    ― 

１４ ８９１

～９９

３ 

医療機関

診断記録

等⑤ 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

署名及び

印影の不

開示部分 

※署名以

外の担当

者の氏名

記載，記

名部分は

開示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８９４

頁，９０

６頁「医

師氏名」

欄の１文

字目ない

し４文字

目，９１

５頁，９

１６頁

「主治医

氏名」

欄，９５

３頁「医

師氏名」

欄の１文

字目ない

し４文字

目 

２１ 事業場印

影 

 ○   

１５ 

 

９９４

～１０

８１頁 

医療機関

診断記録

等⑥ 

２２ 署名及び

印影の不

開示部

分，１０

○   ９９６頁

「医師」

欄１文字

目ないし
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３３頁

「診療

録」欄４

行目個人

名，１０

６８頁

「ロット

番号」欄

個人氏名 

※上記以

外の担当

者の氏名

の担当者

の氏名記

載，記名

部分は開

示 

４文字目

及び１０

０６頁

「主治

医」欄 

 

※文書１０及び文書１３については，不開示情報該当部分がないため，当審査

会において修正したもの。 

 

 


